
重要な人権課題
（2024年度）

影響を受けるライツホルダー（権利保持者）
今後の主な対応予定自社従業員 サプライチェーン

上流の従業員
サプライチェーン

下流の従業員
顧客・ユーザー

地域住民
①児童労働、
　原材料調達 ● ・サステナブル調達方針・ガイドラインの策定

・主要取引先に対してアンケート調査を実施
②差別、ジェン

ダー、DE&I ● ● ● ・多様な人材が能力を発揮できる職場環境の整備
・主要取引先に対してアンケート調査を実施

③労働安全衛生 ● ● ● ・海外拠点における各国の法令と慣習・実態の差を把握し、対応を検討
・主要取引先に対してアンケート調査を実施

④労働時間 ● ● ●
・労働時間管理の徹底
・現行の取引慣行がサプライヤーの労働時間に及ぼす影響の把握と、必要に応じ
た改善措置の検討

・主要取引先に対してアンケート調査を実施

⑤ハラスメント等 ● ● ● ・海外拠点における各国の基準や慣習、実態を把握し、対応を検討
・主要取引先に対してアンケート調査を実施

⑥外国人労働者
の権利 ●

・委託先における外国人労働者の就労環境や管理状況の把握と、必要に応じた改
善処置の検討

・主要取引先に対してアンケート調査を実施

サステナビリティ

人権方針
2024年5月、当社グループのすべての役員および社員（契

約社員・派遣社員・出向社員などを含む当社グループの業務に
従事するすべての社員）を対象とした、「大気社グループ人権
方針」を策定しました。

当社グループは、企業理念として「永続的に成長し、社会に
貢献する会社づくり」「魅力ある会社づくり」を掲げ、事業活動
を通じてお客さま・協力会社の繁栄、社員の豊かな生活を実現
することで社会に貢献するとともに、社員にとって働きがいの
ある会社づくりを目指しています。

企業理念の実現にあたっては、当社グループの事業活動に
関わるすべての人権尊重が不可欠と認識しており、本方針は当
社グループが今後も人権を尊重する責任を果たしていくため、
事業活動における人権に関する規範として定めたものです。

本方針は、諮問委員会であるサステナビリティ委員会の審議
を経て、取締役会で決議されており、今後の社会情勢や事業活
動の変化などに応じて適宜見直しを実施します。

重要な人権課題と今後の対応方針（抜粋版）
※2024年12月時点

人権マップを作成し、重要な人権課題として以下の6つを特
定しました。この結果に基づき、今後重要な人権課題の未然防
止・軽減に努めていきます。

人権方針

● 人権課題の特定と評価のプロセス

①当社グループおよび当社のサプライチェーンに関連する、セク
ターリスク（業種や商品に関するリスク）、地域リスク（カントリー
リスク）、その他の固有リスクについて、国際的なレポートをもと
に初期情報収集を実施

③さまざまな情報源から得られた情報を整理し、「深刻度（負の影
響がもたらす被害の大きさ）」と「発生可能性（負の影響が起きる
可能性）」の2軸の観点で評価を行い、人権課題をマッピング

②各事業担当部署、海外の6拠点を含む当社グループ会社へのヒ
アリング・アンケート調査やデータ収集を実施し、人権リスクの
発生状況や対応状況を確認

事業活動に関わるすべてのステークホルダーの人権尊重に向けた取り組みを推進しています。

人権の尊重

基本的な考え方

当社は、グローバルに事業を展開する企業として、人権の尊重を最も重要な事項の一つと考え、「大気社行動規範」において基本的人
権を尊重し、差別的取り扱いやハラスメントなどの個人の尊厳を損なう行為を行わないことを規定しています。「世界人権宣言」や「労
働における基本原則及び権利に関する国際労働機関（ILO）宣言」「ビジネスと人権に関する指導原則」などの国際規範を尊重し、社員
やお取引先さまも含め、人権に配慮した事業活動を推進しています。
当社の人権に関する考え方を社員に周知するとともに、内部監査や内部通報窓口を通じて人権の尊重に反する行為を把握し、適切な
対応を迅速に取るなどの取り組みを進めています。

人権デュー・ディリジェンスの実施
「大気社グループ人権方針」の策定に伴い、2024年に外部

の専門家を交え、人権デュー・ディリジェンスの取り組みを進め
ています。
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